
 

 

 

令和６年度 

水質検査計画 

 

（萱瀬ダム） 

水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水道にお

ける水質管理の中核をなすものです。 

大村市上下水道局では、きめ細かな水質検査を実施するため、水質検査

の内容等を定めた水質検査計画を策定しました。 市民の皆様に水道水が

安全で良質であることをご理解いただけるように、計画の内容や結果を公

表していきます。 

 

 

大村市上下水道局 
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1 基本方針 

 水質検査は、配水系統を代表する末端付近の蛇口（給水栓）、浄水場（入口、各工程及び

出口）、水源、貯水池及び 貯水池への流入河川について行います。 

 水質検査項目は、水道法で検査が義務づけられている項目と水質管理上必要と判断した項

目について行います。 

 水質検査頻度は、水源の種類やこれまでの検査結果で得られた検出状況などを考慮して定

めます。 

 水質検査は、大村市上下水道局、水道施設等運転管理業務委託業者及び厚生労働省登録水

質検査機関（業務委託）で行います。 

2 水道事業の概要 

 給水状況 

大村市上下水道局は、市内全域に給水しています。 平成２９年４月、二つの簡易水道地区を

上水道地区へ統合しました。令和４年度の給水状況は 表 1、令和６年度の給水予測は 表 2で

す。 

表 1 大村市上下水道局の給水状況（令和４年度大村市水道事業の概要） 

項目 上水道 旧 上水道 

旧東部大村地区 

簡易水道 

(南川内地区含む) 

旧北部大村地区 

簡易水道 

給水区域内人口 95,476人 93,479人 1,083人 914人 

年度末給水人口 94,824人 93,005人 914人 905人 

給水区域内世帯 44,145世帯 44,192世帯 521世帯 432世帯 

年度末給水世帯 44,712世帯 43,848世帯 437世帯 427世帯 

年間取水量 11,220,838m3 11,075,057m3 107,113m3 141,464m3 

年間給水量 10,811,369m3 10,570,200m3 106,253m3 134,916m3 

有効水量 9,615,619m3 - - - 

現在施設能力 44,463m3/日 43,680m3/日 53m3/日 730m3/日 

１日最大給水量 36,688m3 35,481m3 588m3 667m3 

１日平均給水量 29,620m3 28,959m3 291m3 370m3 

表 2 大村市上下水道局の給水予測 

(大村市水道事業(第 13回拡張事業(第 1回変更))経営変更認可申請書 Ⅰ-83-表-4.8) 

項目 令和6年度 

給水区域内人口 96,154 人 

年度末給水人口 95,962 人 

１日平均給水量 29,124 m3/日 
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 浄水施設の所在地と浄水処理方法 

浄水施設の所在地と浄水処理方法は 表 3、表 4、 坂口浄水場のしくみは 図 1 のとおりです。 

表 3 浄水処理施設の所在地と浄水処理方法等（坂口浄水場） 

施設名 所在地 種類 水源名 浄水処理方法 
取水可能量 

m
3
/日 

備考 

坂口浄水場 

公称施設能力 

30,000m3/日 

坂口町1144-1 

表流水 

萱瀬ダム 

急速ろ過 

前塩・中塩処理 

粉末活性炭処理 

15,000 
急速ろ過施設 

葛城貯水池は

予備水源 

葛城貯水池 － 

池田貯水池 2,450 

地下水 

今富水源 

塩素消毒のみ 

2,800 

今富第２水源 1,000 

福重水源 2,500 

寿古水源 1,550 

立花水源 3,080 

黒丸水源 1,100 

才福寺水源 1,920 

小路口水源 500 

鬼橋水源 570 

鬼橋第２水源 1,860 
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表 4 浄水処理施設の所在地と浄水処理方法等（地下水を水源とする浄水場） 

施設名 所在地 種類 水源名 浄水処理方法 
取水可能量 

m
3
/日 

備考 

日岳浄水場 日泊町874-10 地下水 日岳水源 塩素消毒のみ 560   

松原浄水場 松原本町423-1 地下水 

松原水源 
紫外線処理 

塩素消毒 

1,600   

松原第２水源 380   

富の原第１浄水場 富の原2丁目414-1 地下水 富の原第１水源 塩素消毒のみ 400   

富の原第２浄水場 富の原2丁目297-1 地下水 富の原第２水源 塩素消毒のみ 1,400   

富の原第３浄水場 富の原1丁目1323-1 地下水 富の原第３水源 塩素消毒のみ 300   

松並浄水場 松並2丁目887 地下水 松並水源 塩素消毒のみ 900   

杭出津浄水場 杭出津2丁目1342 地下水 

杭出津第１水源 

紫外線処理 

曝気処理 

塩素消毒 

870 

 

 

杭出津第２水源 260  

杭出津第３水源 950  

大多武浄水場 東大村1丁目2636-14 地下水 

大多武第４水源 

塩素消毒のみ 

560 

 

 

大多武第５水源 400  

大多武第６水源 770  

東野岳浄水場 東野岳町1363-2 地下水 

東野岳１号水源 

塩素消毒のみ 

230   

東野岳２号水源 400   

北木場浄水場 松原3丁目970-2 地下水 北木場水源 塩素消毒のみ 100   

南川内浄水場 中岳町315-3 地下水 

南川内水源(No.1) 
紫外線処理 

塩素消毒 
150 

  

南川内水源(No.2)   
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図 1 坂口浄水場のしくみ

 
① 着水井 ダム貯水池の水が最初に着くところで、原水を混合する ⑦ 急速ろ過池 沈澱池で取除けなかったフロックを砂でろ過して取り除く 

② 塩素接触池 原水中の鉄マンガンを次亜塩素酸ソーダで酸化し沈みやすくする ⑧ 塩素混和井 地下水を消毒し、ろ過した水と混和する 

③ 活性炭接触池 粉末活性炭で原水の臭いや色々な化学物質を吸着する ⑨ 濃縮槽 沈澱池で沈めたフロック(汚泥)を集め濃縮する 

④ 急速撹拌池 注入した凝集剤（ＰＡＣ）を撹拌する ⑩ 天日乾燥床 濃縮された汚泥を天日で乾燥させる 

⑤ ﾌﾛｯｸ形成池 凝集剤で水中のゴミなどを固めてフロックを作り沈みやすくする 
⑪ 洗浄排水池 

ろ過池の砂の洗浄水と濃縮槽上澄水、排水桝からの水を一時的に貯め

着水井へ戻す ⑥ 傾斜板沈澱池 フロックを沈め取り除く 

萱瀬ダム 

池田貯水池 

葛城貯水池 

（予備） 

導水管 

①着水井 ②塩素 

 接触池 

③活性炭 

 接触池 

④急速 

 撹拌池 ⑤ﾌﾛｯｸ 

形成池 
⑥傾斜板沈澱池 

⑦急速ろ過池 

⑧塩素 

 混和井 

地下水水源 
坂口配水池 

⑨濃縮槽 

⑩天日乾燥床 排泥池 

地下水 

次亜塩素

酸ソーダ 

粉末活性炭 PAC 

中次亜塩素酸ソーダ 

後苛性ソーダﾞ 

⑪洗浄排水池 排水桝 

前次亜

塩素酸

ソーダ 

前苛性

ソーダ 

ポリ塩化アルミニウム（PAC）・・水の中の濁り物質を固め沈みやすくする 

粉末活性炭・・・・・・・・・・・・・・・水中の臭いや化学物質、農薬などを吸着する 

次亜塩素酸ソーダ・・・・・・・・・・主に水の消毒に用いる。水中に含まれる成分を酸化する 

苛性ソーダ・・・・・・・・・・・・・・・・強アルカリ性の薬品で PH を上げる 
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 水質監視設備 

坂口浄水場（各工程及び出口）、その他直接給水地下水水源の浄水場及び配水池

などには常時水質を監視する水質計器が配備されています。 

【坂口浄水場】  

監視地点 水質計器 

萱瀬ダム原水 

池田貯水池原水 
濁度計、ＰＨ計、電気伝導率計 

混合原水 濁度計、ＰＨ計、アルカリ度計 

塩素接触池出口 濁度計、ＰＨ計、電気伝導率計、残留塩素計 

沈殿処理水 濁度計、ＰＨ計、アルカリ度計、残留塩素計 

急速ろ過水 
高感度濁度計、色度計、ＰＨ計、残留塩素計、 

微粒子カウンター付高感度濁度計 

地下水 残留塩素計、微粒子カウンター付高感度濁度計 

坂口配水池入口 残留塩素計 

【直接給水地下水水源浄水場】 

 

   
監視地点 水質計器 

水源原水 高感度濁度計（杭出津浄水場、南川内浄水場、松原浄水場） 

浄水場出口 残留塩素計 

アルカリ度計 

微粒子カウンター付 
高感度濁度計 

坂口浄水場 

水質計器室 

濁度計   PH 計 電気伝導率計 
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3 水道水源及び水道水の状況 

 水源の状況 

大村市が給水する水道水は、表流水（萱瀬ダム、池田貯水池）の水源

47％、大村市内に点在する地下水 53％で構成されています。（図 2、別

冊図１、別冊図２） 

水源の水質状況と留意すべき水質項目は 表 5、表 6のとおりです。 

表 5 水源の水質状況と留意すべき水質項目（坂口浄水場系） 

水源名 種類 水質状況 留意すべき水質項目 備考 

萱瀬ダム 

表流水 

プランクトンの発生による

臭気障害、ろ過障害 
生物、臭気度、臭気物質、 

鉄、 マンガン、クリプトス

ポリジウム 

葛城貯水池は

予備水源 葛城貯水池 富栄養化の進行 

プランクトンの発生による

臭気障害、ろ過障害 池田貯水池 

今富水源 地下水 

大腸菌群の検出 大腸菌、嫌気性芽胞菌  

今富第２水源 地下水 

福重水源 地下水 

寿古水源 地下水 

才福寺水源 地下水 

立花水源 地下水 

黒丸水源 地下水 
大腸菌群の検出、硝酸態窒

素が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、 

硝酸態窒素 
 

小路口水源 地下水 
大腸菌群の検出、硝酸態窒素

が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、 

硝酸態窒素 
 

鬼橋水源 地下水 大腸菌群の検出 大腸菌、嫌気性芽胞菌  

鬼橋第２水源 地下水 大腸菌群の検出 大腸菌、嫌気性芽胞菌  

 

  

表流水

47%

地下水

53%

図 2 水道水の水源割合 

(令和４年度) 
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表 6 水源の水質状況と留意すべき水質項目（地下水を水源とする浄水場系） 

水源名 種類 水質状況 留意すべき水質項目 備考 

日岳水源 地下水 
大腸菌群の検出、硝酸態窒

素が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、硝酸

態窒素 
 

松原水源 地下水 
大腸菌の検出、侵食性遊離

炭酸が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリ

プトスポリジウム、酸度、ア

ルカリ度 

 

松原第２水源 地下水 
大腸菌群の検出、侵食性遊

離炭酸が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、酸

度、アルカリ度 
 

富の原第１水源 地下水 
大腸菌群の検出、塩化物イオ

ンの上昇 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、塩化

物イオン 
 

富の原第２水源 地下水 
大腸菌群の検出、塩化物イオ

ンの上昇、硝酸態窒素が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、硝酸

態窒素、塩化物イオン 

 

富の原第３水源 地下水  

松並水源 地下水 
大腸菌群の検出、硝酸態窒

素が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、硝酸

態窒素 
 

杭出津第１水源 地下水 

大腸菌の検出 

硝酸態窒素が高い 

侵食性遊離炭酸が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリ

プトスポリジウム、硝酸態窒

素、酸度、アルカリ度 

 

杭出津第２水源 地下水  

杭出津第３水源 地下水  

大多武第４水源 地下水 

大腸菌群の検出 大腸菌、嫌気性芽胞菌 

 

大多武第５水源 地下水  

大多武第６水源 地下水  

東野岳１号水源 地下水 

良好  

 

東野岳２号水源 地下水  

北木場水源 地下水 
大腸菌群の検出、侵食性遊

離炭酸が高い 

大腸菌、嫌気性芽胞菌、酸

度、アルカリ度 
 

南川内水源(No.1) 地下水 大腸菌群の検出 大腸菌、嫌気性芽胞菌  

南川内水源(No.2) 地下水 大腸菌の検出 
大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリ

プトスポリジウム 
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（２） 水道水の状況 

大村市上下水道局は、水道水の安全性及び良質な水質を確認するために水質検査を行

っています。水質に問題はなく安全で良質な水道水が給水されています。 

水道水の水質状況と留意すべき水質項目は 表 7 のとおりです。 

 

表 7 水道水の水質状況と留意すべき水質項目 

施設名 種類 水質状況 留意すべき水質項目 

坂口浄水場 
表流水 

地下水 

次の項目を留意して良好な水質を保って

いる。 

・貯水池のプランクトンによる臭気発生 

・トリハロメタン生成 

・凝集剤による微量のアルミニウム残留 

・消毒剤の管理 

・管末給水栓の適切な残留塩素濃度管理 

・鉛管の鉛溶出を抑えるためのPHの調整 

残留塩素、濁度、色度、ア

ルミニウム、トリハロメタ

ン、臭気、PH値、酸度、ア

ルカリ度、塩素酸 

日岳浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

松原浄水場 地下水 

紫外線処理、適切な残留塩素濃度管理に

より良好ではあるが、PHが低く、侵食性遊

離炭酸が高い。 

残留塩素、濁度、色度、PH

値、酸度、アルカリ度 

富の原第１浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

富の原第２浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

富の原第３浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

松並浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

杭出津浄水場 地下水 
曝気処理、紫外線処理、適切な残留塩素濃

度管理により良好な水質を保っている。 

残留塩素、濁度、色度、PH

値、酸度、アルカリ度 

大多武浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

東野岳浄水場 地下水 
適切な残留塩素濃度管理に留意し良好な

水質を保っている。 
残留塩素、濁度、色度 

北木場浄水場 地下水 
良好ではあるが、PHが低く、侵食性遊離炭

酸が高い。 

残留塩素、濁度、色度、PH

値、酸度、アルカリ度 

南川内浄水場 地下水 
紫外線処理、適切な残留塩素濃度管理に

より良好な水質を保っている。 

残留塩素、濁度、色度、PH

値、酸度、アルカリ度 
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4 水質検査の地点、項目及び頻度 

大村市上下水道局では、法令（水道法）で義務付けられている毎日検査（残留塩素、

色濁り）と水質基準項目検査に加え、水質管理目標設定項目検査、クリプトスポリジウ

ム等検査、その他維持管理上必要な検査を行います。 

 検査地点  

ア 水道水 

毎日検査の地点は、配水池系毎に３７ヵ所を選定しています。 また、浄水場の

出口でも検査を実施します。（別冊図１・別冊図２） 

さらに、水質基準項目の検査地点は、配水系統を考慮して検査箇所を選定し、検

査を行います。（別冊表１） 

イ 水源 

すべての水源と、貯水池及び貯水池に流入する河川を検査します。（別冊表２） 

 

 水質検査項目及び頻度  

検査は、法令で定められた水質基準項目、浄水処理及び水源の水質管理に必要と

思われる項目を行います。 検査の項目及び頻度は、配水系統や水源によってそれ

ぞれ異なるため、詳細を別冊表１、別冊表２に記載しています。 

5 検査を省略する項目とその理由 

 法令による検査の省略  

水道水は、水道法により３ヵ月毎に水質基準項目（別冊表３）を検査することが原

則として義務付けられています。しかし、次の条件で検査を省略することができま

す。 

ア 過去３年間の検査結果が基準値の 1/5以下で、原水等の変動による汚染のお

それがないときは年１回に省略できる。 

イ 過去３年間の検査結果が基準値の 1/10以下で、原水等の変動による汚染のお

それがないときは３年に１回に省略できる。 

ウ 過去の検査結果が基準値の 1/2を超えたことがなく、水源の水質、水源周辺

の状況、 浄水処理に使用する薬品及び施設・配管等の材質を考慮して、検査を

行う必要がないことが明らかであるときは３年に１回にまで省略できる。 

エ No.26臭素酸は、浄水処理にオゾン処理を用いている場合及び消毒に次亜塩素

酸を用いている場合は省略できない。 

オ No.13 ホウ素は、海水を原水とする場合は省略できない。 

カ No.42 ジェオスミン、No.43 2-メチルイソボルネオールは、カビ臭物質を産

出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであるときは省

略できる。 
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 大村市上下水道局が水質検査を省略する項目とその理由 

大村市上下水道局では前ページの（１）を根拠に、次に挙げる項目について過去３年

間の検査結果が基準値の 1/10以下、もしくは過去に基準値の 1/2を超えたことがなく

原水等の変動による汚染のおそれがないため、水質検査を３年に１回に省略します。 

3 
カドミウム及びその化

合物 
14 四塩化炭素 35 銅及びその化合物 

4 水銀及びその化合物 15 1,4-ジオキサン 36 ナトリウム及びその化合物 

5 セレン及びその化合物 16 

シスｰ1,2-ジクロロエ

チレン及びトランスｰ

1,2-ジクロロエチレン 

37 マンガン及びその化合物 

6 鉛及びその化合物 17 ジクロロメタン 39 
カルシウム、マグネシウム

等（硬度） 

7 ひ素及びその化合物 18 テトラクロロエチレン 40 蒸発残留物 

8 ６価クロム化合物 19 トリクロロエチレン 41 陰イオン界面活性剤 

9 亜硝酸態窒素 20 ベンゼン 44 非イオン界面活性剤 

11 
硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素 
32 亜鉛及びその化合物 45 フェノール類 

12 フッ素及びその化合物 33 
アルミニウム及びその

化合物 
  

13 ほう素及びその化合物 34 鉄及びその化合物   

ただし、南川内浄水場系給水管末については、南川内浄水場が令和４年度から供用開

始となり、過去３年間の検査結果がなく水質検査の省略が不可のため、３か月に１回の

検査頻度とします。 

検査の省略に関する詳細は、別冊表４、別冊表５に記載しています。 

6 水質管理目標設定項目検査、クリプトスポリジウム等検査 

 水質管理目標設定項目検査の実施 （別冊表６）  

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意

すべき項目として設定されています。これは検査の義務はありませんが、水質基準

に係る検査に準じた検査の実施に努めることとされています。 

ア 毎月検査  

水質管理目標設定項目のうち次に挙げる項目は通常の毎月検査で実施します。 

16 残留塩素 25 濁度 

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 26 ＰＨ値 

19 遊離炭酸 27 ランゲリア指数（腐食性） 
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イ 農薬類の検査（別冊表７・別冊表８）  

農薬類の検査は、水源の上流域で使用されている農薬の商品名、使用量及び散布

時期を調査して行います。 

【表流水の農薬検査 】 

ダム、貯水池に流入する河川の流域で、主に栽培されている水稲（別冊表８）を

対象に検査します。検査地点は、坂口浄水場の各水源原水及びろ過水です。 

【地下水の農薬検査】 

地下水水源で水稲（別冊表８）を対象に検査します。 検査地点は、松原水源及

び松原第２水源です。 

ウ 従属栄養細菌検査 

配水施設、給水施設の衛生状況を捉える指標として、従属栄養細菌検査を行いま

す。検査地点は配水池系毎に３７ヵ所です。また、地下水源についても実施します。 

エ その他項目の検査  

ア～ウ以外の項目の検査については年次計画を立て検査を行っていきます。 

1 
アンチモン及びその

化合物 
9 

フタル酸ジ（2-エチル

ヘキシル） 
20 

1,1,1-トリクロロエタ

ン 

2 
ウラン及びその化合

物 
10 亜塩素酸 21 

メチル-t-ブチルエー

テル 

3 
ニッケル及びその化

合物 
12 二酸化塩素 22 

有機物(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ

消費量) 

5 1,2-ジクロロエタン 13 
ジクロロアセトニト

リル 
29 1,1-ジクロロエチレン 

8 トルエン 14 抱水クロラール 31 

ペルフルオロクタンス

ルホン酸(PFOS)及びペ

ルフルオロオクタン酸

(PFOA) 

 

 クリプトスポリジウム等検査 （別冊表９）  

病原性の微生物であるクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査は、坂口浄水場

の原水・ろ過水、関係河川の下流、及び地下水で大腸菌が検出された水源で行いま

す。さらに地表水の混入の恐れのある地下水水源と坂口浄水場原水については、クリ

プトスポリジウムの指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の定量検査を適切な頻度で実施

します。 

7 臨時の水質検査 

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合は、臨時

の水質検査を行います。 

 水源水質が著しく悪化した場合 
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 水源に異常があった場合 

 水源付近、給水区域及び周辺等において消化器系感染症が流行した場合 

 浄水処理の過程で異常が発生し、浄水に影響を及ぼすおそれのある場合 

 配水管などの水道施設が著しく汚染されたおそれのある場合 

 その他特に必要があると認められる場合 

8 水質検査計画の見直し 

令和 6年度の水源及び浄水の検査地点、項目及び頻度の追加や検査項目の変更は下記

のとおりです。 

水源の検査地点の変更、削除 

・水稲農薬検査地点  才福寺水源を削除、松原第２水源を追加 

9 水質検査方法及び検査機関 

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた水道水の検査方法

（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」）によって行

い、その他項目の検査方法は、上水試験方法（日本水道協会）等によって行います。 

なお、毎日検査は水道施設等運転管理業務委託業者、毎月の省略不可能項目及び水道

維持管理上必要な検査は大村市上下水道局、もしくは厚生労働省登録水質検査機関で行

い、基準項目検査及び水質管理目標設定項目検査、農薬、クリプトスポリジウム等は厚

生労働省登録水質検査機関に委託して行います。 

10 水質検査の精度と信頼性確保 

大村市上下水道局の自己検査に関しては、分析機器の整備や分析技術の向上に努め、

分析毎の手順書を作成し、水質検査結果の精度と信頼性を確保します。 

また、委託検査に関しては、内部、外部精度管理の実施状況及び結果の報告を義務付

け、 適宜立入検査を実施することで、委託検査の精度と信頼性を確保します。 

11 関係者との連携 

水質汚染事故が発生した場合は、大村市上下水道局危機管理計画に従い迅速に対策を

講じるとともに、関係機関と密に連絡を取りながら水道水の安全性を確保します。 

12 水質検査計画及び検査結果の公表 

水質検査計画は毎年度の開始前に作成し、大村市上下水道局のホームページに掲載し

ます。 

また、水質検査結果は年報を作成し、大村市上下水道局のホームページに掲載するほ

か上下水道局及び坂口浄水場で閲覧できます。 
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水質検査計画の概念図

 

 

～この水質検査計画に対する皆さまのご意見をお寄せください～ 

皆さまからのご意見を次年度の水質検査計画に反映させ、より良い水道

水の供給に役立たせていただきます。 

  

大村市上下水道局 

水質検査計画の作成 

検査の実施 

検査結果 

検査結果の評価 

お客様 見直し 

ご意見 

ご意見 

公表 

公表 

大村市上下水道局 坂口浄水場 

水質検査計画担当 

〒856-0028 長崎県大村市坂口町 1144-1 

TEL 0957-53-5105  FAX 0957-53-5106 

E-mail suido-jyosui@city.omura.nagasaki.jp 

大村市上下水道局 HP  http://omura-waterworks.jp/  

 

13

mailto:suido-jyosui@city.omura.nagasaki.jp
http://omura-waterworks.jp/


水道用語集 

ＰＨ 
水の基本的な指標の一つで、ＰＨ７は中性、７より値が小さくなるほど酸性が

強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性が強くなる。 

アルカリ度 水中で酸の消費量に相当するアルカリ量を数値化したもの 

簡易水道 計画給水人口が5,000人以下の水道 

急速ろ過 
水中の濁りを化学薬品により沈澱させた後、速い速度（120～150ｍ/日）でろ過

する方法。これに対し遅い速度（4～5ｍ/日）でろ過する方法を緩速ろ過という。 

凝集剤 
水処理において、水中の濁り物質などを除去することを目的に添加する薬品で、

水道では硫酸アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが主に使用されている。 

減圧槽 高低差などで水圧が高くなりすぎるのを防ぐための槽 

原水 浄水処理する前の水 

残留塩素 
水道水は塩素等を使用して消毒を行い、消毒後水中に残った塩素をいう。また

法の規定により0.1mg/L以上保持するよう義務づけられている。 

消化器系感染症 
口から肛門にいたる消化管およびその付属器官が関係する感染症をいい、下痢、

発熱などを主症状とする。感染経路の一つとして水系感染するものが多い。 

前塩素処理 
消毒に使用する塩素を原水に注入する方法で、鉄、マンガン、アンモニアなど

の除去のために行う。 

電気伝導率 水中の電気の通りやすさをあらわし、抵抗の逆数で示される。 

配水池 給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、水道水を一時貯える所 

表流水 
地表水（河川水・湖沼ダム水）とほぼ同じで、特に水利用の観点から地下水に対

していう。 

富栄養化 
湖沼など閉鎖的な水域で水中のリン・窒素などの栄養分が高まり、プランクト

ン等の生物が増加する現象 

クリプトスポリジ

ウム及びジアルジ

ア 

塩素処理に耐性を有する原虫。人間及びほ乳動物の腸内で増殖し、水系感染症

を引き起こす。 

不活化 
微生物が、外的な要因（紫外線・薬品等）によって生命体としての機能などを失

うこと 

紫外線処理 
水中に10ｍJ/ｃｍ2以上の紫外線を照射することにより、クリプトスポリジウム

等の原虫を不活化させる処理法 

曝気処理 
水中に空気を吹き込み、水の中に溶け込んでいる炭酸ガスを除去し、ＰＨ値を

上昇させる処理法 

粉末活性炭処理 原水に粉末にされた活性炭を投入し、臭気・有機物などを吸着させる処理法 
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別冊図３
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